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1――部下の介護離職の抑制に向けた上司の役割 

高齢化の進行にともない、介護保険制度の要介護者・要支援者の数は年々増加し、2013年度末には

569万人にのぼっている（厚生労働省「平成 25年度介護保険事業状況報告（年報）」より）。あわせて

介護を担う者も、1991年の 357万人から、2011年には 683万人へと約２倍に増加している（総務省「社

会生活基本調査」より）。75歳以上では、要介護者・要支援者が人口の３割強を占めるが、2025年に

は団塊の世代が 75歳以上になる。彼ら・彼女らが要介護・要支援になった場合に介護を担うであろう

団塊ジュニアを含め、今後、働きながら家族の介護を担う人々が一層増加することが予想される。こ

のようななか、安倍政権においても、「一億総活躍社会」の実現に向けた「新・三本の矢」の一つとし

て、介護離職ゼロを目指す「安心につながる社会保障」が打ち出されている（一億総活躍国民会議「一

億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策－成長と分配の好循環の形成に向けて－」（2015

年 11月）より）。 

社員の介護離職を防ぐうえで、上司が担う役割は大きい。では、部下の介護離職を止めるためには、

上司がどのように対応すればよいのだろうか。家族のケアということで共通する育児と比べて、介護

は、「部下が事実を明かさない限り、上司が把握しにくい」という難しさがある。また、必要な対応の

内容が、育児以上に「多様かつ不透明である」という点も、仕事と介護の両立を難しくする要因とな

っている。このため介護は、親等の容体の急変、事故等によって、突然直面するというケースも決し

て珍しくはない。 

部下の介護を把握しにくいという問題については、上司が、部下が介護のことについて話しやすい

職場の雰囲気をつくることが重要である。たとえば上司自身が親等の介護や介護リスクを抱えていれ

ば、それを何かの折に自ら話したりすることで、部下も自分のケースについて話しやすくなるだろう。

部下が介護を担っていることに対して支援したい気持ちがあり、そのことによって一方的に仕事の割

り当てを変更したり、評価を下げたりすることは決してないということを表明することも、部下が介

護に直面していることを話す後押しになると考えられる。なお、たとえ話しやすい職場であったとし

ても、長時間残業が恒常化していれば、部下がこの職場で仕事と介護を両立することは不可能だと考
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え、介護の話を切り出せないままに離職に至る懸念がある。もしもこのような職場であれば、介護と

の両立などで時間制約のある部下が働き続けられるように、働き方改革を行う必要がある。 

介護の多様さや不透明さに関しては、個別のケースごとに対応を検討するしかないが、特に留意す

べきは、部下が突然介護に直面したケースへの対応である。突然のケースについては、部下・上司と

もにパニックになり、冷静かつ最適な対応をとれず、介護離職にまでつながってしまうことが特に懸

念されよう。 

さて、去る 2015年 11月 20日に、中央大学大学院戦略経営研究科「ワーク･ライフ･バランス＆多様

性推進・研究プロジェクト」（代表：佐藤博樹氏（中央大学教授））の第７回成果報告会が開催され、

前半の参加型分科会で、筆者は池田心豪氏（労働政策研究・研修機構副主任研究員）とともに分科会

Ｄ「仕事と介護の両立支援を『加速』する～効果的なコミュニケーションの方法」を担当した。この

なかでは、突然介護に直面したという「Ａさん」のケースを用いて、Ａさんの離職を防ぐためにどの

ような対応が必要かを、ケースのなかの部長、課長代理、人事それぞれの立場から、企業の人事担当

者を中心とする参加者に考えて頂いた。この分科会での議論は興味深く、筆者自身の気付きにもなっ

た。 

本稿では、上司である部長の立場に焦点を当て、Ａさんという部下に対して、上司がどのような対

応をとればＡさんの離職を防ぐことができるかについて、分科会での議論のポイントを紹介しながら

考えてみたい1。 

 

                                                
1 本稿の執筆にあたっては、佐藤博樹氏、池田心豪氏から有益なアドバイスを頂いた。ここに記してお礼申し上げたい。 
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資料：Ａさんのケース 

 
資料：中央大学大学院戦略経営研究科「ワーク･ライフ･バランス＆多様性推進・研究プロジェクト」第７回成果報告会・分

科会 D の配布資料より。このケースは筆者と池田心豪氏が共同で作成したものである。 

＜Ａさんのプロフィール＞ 

 50 歳の男性、東京都に在住・勤務、役職は課長クラス 

 子どもはおらず、配偶者（50 歳）と２人暮らし 

 自分、配偶者ともに福岡に両親（介護が必要な状態ではないが、自分達のことで精一杯。東京に

出てきて娘の介護を手伝える状況にはない。） 

 A さんには姉がいる（大阪で家族と居住、共働き）、妻にはきょうだいがいない 

 穏やかで責任感の強い人柄で、部下の人望も厚い（働き方に制約がある部下のフォローを、自分

で担っていた） 

 

＜ケースの内容＞ 

 ２週間前の夜中に、A さんの妻が強い頭痛と嘔吐を訴え、A さんが付き添って救急病院へ。妻は

脳梗塞と診断され、緊急手術の後、今も入院している。 

 A さんは妻が倒れてからずっと付き添っており、有給休暇を取得している。この２週間、A さん

は睡眠も十分にとれていない様子で、憔悴し切っている。 

 上司である部長が病院にお見舞いに行こうとしたが、A さんが固辞したため見送られた。 

 突然のことで、仕事のほうも、A さんが電話やメールで、職場の課長代理に、最低限の引き継ぎ

を行っている状況である。課長代理には、つい先ほども A さんから電話があり、仕事のことにつ

いてやりとりが行われた。その際、病状について遠慮がちにたずねた課長代理に対して A さんは

以下のようなことを言い残した。 

 手術は成功したものの、症状に目立った改善はみられない。 

 医者から、左の手足に後遺症が残るだろうと言われた。 

 妻を介護できるのは自分しかいない。 

 自分と妻にはそれぞれ両親がおり、いずれ両親の介護も必要になるだろう。 

 急なことで本当に申し訳ないが、今は仕事を続けられる気がしない。 

 あと１週間程度有給休暇を取得し、その後のことについては改めて連絡する。 

 

【補足情報】 

※50 歳（介護保険の第２号被保険者）でも、特定疾患（脳梗塞も含まれる）に該当すれば、要介護認定を受け

ることは可能。 

※脳梗塞の症状はケースによって異なるが、一般には２週間目ぐらいから落ち着き始め、４週間目までにはリハ

ビリテーションが始まることが多い。 
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2――突然介護に直面したＡさんのケースにおける上司の対応 

分科会では、部長はできる限り速やかにＡさんと会うべきだという意見が多く出された。確かに、

Ａさんが固辞するからといって部長がコミュニケーションの機会を持てないでいると、そのまま離職

につながる危険性は高い。課長ともなれば、常日頃仕事のなかでそうしているように、部長と話す時

には自分なりの結論を用意したうえで話す可能性が高い。Ａさんが部長と会うことを固辞しなくなっ

た時には、既に離職を覚悟し、転職先まで用意してしまっているかもしれない。その段階で、部長が

Ａさんの離職を踏みとどまらせるのはなかなか難しいだろう。むしろ部長は、Ａさんがこれから先の

ことを決めかねている段階でＡさんと会い、仕事と介護の両立を支援したい、決して離職してほしく

はない、というメッセージを伝えるべきである。ただし、Ａさんがあくまでも部長と会うことを拒絶

し、部長が訪問することによってかえってＡさんを追い詰めてしまうような場合には、課長代理経由

で手紙を託す等、当面は別の手段でこれらのメッセージをしっかりと伝えたうえで、会うタイミング

を見極めるといった対応も必要となろう。 

分科会のなかでは、部長のＮＧワードとして、「職場のほうは大丈夫だから安心して」という言葉があげられ

た。「大丈夫」といわれると、自分はもう職場にいなくてもいいのではないか、と否定的に受け取り、自信も失っ

て、さらに離職に傾きかねないという懸念からである。Ａさんの気持ちを慮ると、「Ａさんがいなくて確かに困っ

てはいるけど、戻ってきてくれるまで、皆で何とか頑張ってみるから」というような言い方が望ましい。さらに、Ａ

さんが皆に負担をかけて申し訳ないと思い過ぎないように、「Ａさんにこれまで支えてもらったから、お互い様

だと、皆言ってくれているよ」といった言葉を補足することも考えられる。 

また、Ａさんの状況に対して「それは大変だね」という共感し過ぎるのもどうであろう。部長自身に仕事と介

護の両立に関する経験や知識がないと、Ａさんのケースで両立が可能だと、部長自身が思えない危険性が

ある。そういう部長の不安がＡさんに伝わると、Ａさんも、やはり仕事と介護の両立は無理だという認識になり、

さらに離職に傾く懸念が大きい。一方、部長自身に仕事と介護の両立の経験があれば、あるいは経験がなく

ても、こういうケースでも両立は可能であるという知識を持っていれば、「大変だけど、今が踏ん張りどころだ。

介護しながら仕事を続けている人はたくさんいる。いずれ職場に戻ってくれると信じているから諦めないで」

「介護は長く続くことだから、今疲れきっている時に、これからどうするかについての結論を出すのはやめたほ

うがいい。状況が少し落ち着いてから、これからのことを一緒に相談しよう。」「ひとまず介護休業を取得すると

いう方法もある。その間に要介護認定を取得して、ケアマネジャーからリハビリ支援などを紹介してもらい、軌

道に乗ったところで仕事に復帰するという道もある」「家族の介護は自分にも起こり得ること。介護休業を取得

したからといって信頼を失うことは全くない」といった声掛けも可能になってくると考えられる。 

もちろん、Ａさんの介護離職を止めるために、部長がすべきことはＡさんとの対話だけではない。Ａさんの

職場の要員体制の強化等、人事部門や職場を引き継ぐ課長代理ともコミュニケーションをとりながら、必要な

支援を行っていく必要がある。 

突然の介護への直面によって、Ａさんのような責任感の強い、人望のある課長を失うことは、会社として取り

返しのつかない損失である。上司の「初動」における心ない言葉や不用意な行動によって、そんな事態を引

き起こさないように、企業が管理職研修等で、このようなケースを使って上司の初動対応を考える機会を設け

ることは有益だろう。 


